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平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
一
日

第
三
千
四
百
二
十
二
号

増

刊

①

　
　
　
　

規
　
　
　
　
則
（
第
三
十
九
号
）

○
福
岡
県
児
童
福
祉
関
係
費
用
徴
収
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則（

障
害
者
福
祉
課
）
…
…
…
…
…
一

　
　
　
　
企
　
業
　
局

○
福
岡
県
企
業
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程　
　
　
　

（
企
業
局
管
理
課
）
…
…
…
…
…
二

　
　
　
　
選
挙
管
理
委
員
会

○
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ
き
病
院
等
の
指
定
の
一
部
改
正

（
市
町
村
支
援
課
）
…
…
…
…
…
二

　

福
岡
県
児
童
福
祉
関
係
費
用
徴
収
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
一
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
九
号

　
　
　

福
岡
県
児
童
福
祉
関
係
費
用
徴
収
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
児
童
福
祉
関
係
費
用
徴
収
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
福
岡
県
規
則
第
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
二
号
中
「
第
六
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
六
条
の
三
第
一
項
」
に
、
同
条
第
三
号
中
「
第

六
条
の
二
第
八
項
」
を
「
第
六
条
の
三
第
八
項
」
に
改
め
る
。

　

第
三
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
又
は
前
項
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同

条
第
四
項
中
「
又
は
第
二
項
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
す
る
。

　

別
表
第
一
中　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
、
同
表
備
考
１
中
「及

び
第
５
条
の
４
第
６

項

」
を
「、

第
５
条
の
４
第
６
項
及
び
第
５
条
の
４
の
２
第
５
項

」
に
改
め
、
同
表
備
考
２
中
「及

び

災
害
被
害
者
に
対
す
る
租
税
の
減
免、
徴
収
猶
予
等
に
関
す
る
法
律

（昭
和

22年
法
律
第

175号

）
」

を
「、

災
害
被
害
者
に
対
す
る
租
税
の
減
免、
徴
収
猶
予
等
に
関
す
る
法
律

（昭
和

22年
法
律
第

175

号

）及
び
平
成

23年
７
月

15日
雇
児
発

0715第
１
号
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長
通
知

「

控
除
廃
止
の
影
響
を
受
け
る
費
用
徴
収
制
度
等

（厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
所
管
の
制
度

に
限
る。

）に
係
る
取
扱
い
に
つ
い
て

」
」
に
改
め
、
同
表
備
考
２
⑴
中
「、

第
２
項
第
１
号、
第
２

号

（地
方
税
法
第

314条
の
７
第
１
項
第
２
号
に
規
定
す
る
寄
附
金
に
限
る。

）、
第
３
号

（地
方
税

法
第

314条
の
７
第
１
項
第
２
号
に
規
定
す
る
寄
附
金
に
限
る。

）第
92条
第
１
項、

」
を
「
（同

条
第

２
項
第
１
号、
第
２
号

（地
方
税
法
第

314条
の
７
第
１
項
第
２
号
に
規
定
す
る
寄
附
金
に
限
る。

）及

び
第
３
号

（地
方
税
法
第

314条
の
７
第
１
項
第
２
号
に
規
定
す
る
寄
附
金
に
限
る。

）に
規
定
す
る

寄
付
金
に
限
る。

）、
第

92条
第
１
項
並
び
に

」
に
改
め
、
同
表
備
考
２
⑵
中
「第

41条
の
３
の
２
第

４
項

」
を
「第

41条
の
３
の
２
第
１
項、
第
２
項、
第
４
項

」
に
改
め
、
同
表
備
考
２
⑶
中
「租

税
特

別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

」
を
「租

税
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

」
に
改
め

、
同
表
備
考
３
中
「肢

体
不
自
由
児
療
護
施
設、
児
童
自
立
支
援
施
設、
情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設、

知
的
障
害
児
施
設、
自
閉
症
児
施
設、
盲
児
施
設、
ろ
う
あ
児
施
設、
乳
児
院、
肢
体
不
自
由
児
施
設
入

所
部、
肢
体
不
自
由
児
を
入
所
さ
せ
る
指
定
医
療
機
関、
重
症
心
身
障
害
児
施
設

」
を
「障

害
児
入
所

施
設、
児
童
自
立
支
援
施
設、
情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設、
乳
児
院、
肢
体
不
自
由
児
を
入
所
さ
せ
る

指
定
医
療
機
関

」
に
改
め
、
同
表
備
考
４
を
削
り
、
同
表
備
考
５
中
「扶

養
義
務
者
の
い
な
い
世
帯

」

の
次
に
「
（自

立
援
助
ホ

ー

ム
の
入
所
児
童
は
単
身
世
帯
と
み
な
す。

）
」
を
加
え
、
「児

童
福
祉
法

」
を
「法
」
に
、
「第

５
条
第
５
項、
第
６
項

」
を
「第

５
条
第
６
項、
第
７
項

」
に
改
め
、
同
表
備

考
５
を
同
表
備
考
４
と
し
、
同
表
備
考
４
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

５

　

第
３
条
第
３
項
の
適
用
に
つ
い
て
は、
措
置
児
童
等
の
属
す
る
世
帯
の
扶
養
義
務
者
が、

　
　
　
法
第

21条
の
５
の
２
の
障
害
児
通
所
給
付
費
又
は
法
第

24条
の
２
の
障
害
児
入
所
給
付
費
を

　
　
　
支
給
さ
れ
て
い
る
場
合、
当
該
措
置
児
童
等
の
世
帯
に
係
る
徴
収
金
基
準
額
に
つ
い
て
は、

目
　
　
　
次

規
　
　
　
則

母
子

生
活

支
援

施
設

及
び

自
立

援
助

ホ
ー

ム

知
的

障
害

児
通

園
施

設
、

難
聴

幼
児

通
園

施
設

、
肢

体
不

自
由

児
施

設
通

園
部

、
母

子
生

活
支

援
施

設
及

び
自

立
援

助
ホ

ー
ム
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「児
童
入
所
施
設
に
係
る
徴
収
金
基
準
額
＋
児
童
入
所
施
設
に
係
る
徴
収
金
基
準
額
×
０

．

　
　
　
１
×

（当
該
世
帯
に
お
け
る
施
設
入
所
児
童
の
人
数
－
１

）
」を

当
該
世
帯
に
係
る
上
限

（

　
　
　
当
該
世
帯
に
お
け
る
施
設
入
所
児
童
の
う
ち、
徴
収
金
基
準
額
が
全
額
徴
収
又
は
日
割
り
で

　
　
　
あ
る
こ
と
若
し
く
は
児
童
自
立
支
援
施
設
通
所
部、
情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設
通
所
部
の

　
　
　
徴
収
金
基
準
額
で
あ
る
場
合
は、
当
該
世
帯
に
お
け
る
施
設
入
所
児
童
の
徴
収
金
基
準
額
の

　
　
　
合
算
額
を
当
該
世
帯
の
上
限
額
と
す
る。
な
お、
法
第

21条
の
５
の
２
の
障
害
児
通
所
給
付

　
　
　
費
又
は
法
第

24条
の
２
の
障
害
児
入
所
給
付
費
を
支
給
さ
れ
て
い
る
児
童
等
に
係
る
徴
収
金

　
　
　
基
準
額
は、

「障
害
児
施
設
措
置
費

（給
付
費
等

）国
庫
負
担
金
に
つ
い
て

（平
成

19年
12

　
　
　
月

18日
厚
生
労
働
省
発
障
第

1218002号
厚
生
労
働
事
務
次
官
通
知

）
」等

の
徴
収
金
基
準

　
　
　
額
と
す
る
。

）と
し
、
そ
の
額
が
そ
の
月
の
利
用
者
負
担
額

（法
第

24条
の
７
に
規
定
す
る

　
　
　
食
事
の
提
供
に
要
し
た
費
用
及
び
居
住
に
要
し
た
費
用
並
び
に
法
第

21条
の
５
の

28に
規
定

　
　
　
す
る
肢
体
不
自
由
児
通
所
医
療
又
は
第

24条
の

20に
規
定
す
る
障
害
児
入
所
医
療
に
係
る
利

　
　
　
用
者
負
担
を
含
む
利
用
者
負
担
の
上
限
額

（実
際
に
利
用
者
負
担
と
し
て
支
払
っ
た
額
が
上

　
　
　
限
額
を
下
回
る
場
合
は
当
該
支
払
っ
た
額
と
す
る。

）を
い
う。
以
下
同
じ。

）を
上
回
る
場

　
　
　
合
は、
そ
の
額
と
障
害
児
施
設
の
利
用
者
負
担
額
と
の
差
額
を
児
童
入
所
施
設
に
係
る
徴
収

　
　
　
金
基
準
額
と
し、
障
害
児
施
設
の
利
用
者
負
担
額
が
当
該
世
帯
の
上
限
額
を
上
回
る
場
合
は、

　
　
　
児
童
入
所
施
設
に
係
る
徴
収
金
基
準
額
は
０
円
と
す
る。

　

別
表
第
一
備
考
６
を
削
り
、
同
表
備
考
７
を
同
表
備
考
６
と
し
、
同
表
備
考
８
を
同
表
備
考
７
と
し

、
同
表
備
考
９
を
削
る
。

　

別
表
第
二
施
設
の
欄
中
「知

的
障
害
児
施
設、
乳
児
院、
盲
児
施
設、
ろ
う
あ
児
施
設

」
を
「福

祉

型
障
害
児
入
所
施
設、
乳
児
院

」
に
、
「肢
体
不
自
由
児
施
設、
肢
体
不
自
由
児
を
入
所
さ
せ
る
指
定

医
療
機
関、
重
症
心
身
障
害
児
施
設

」
を
「医

療
型
障
害
児
入
所
施
設、
肢
体
不
自
由
児
を
入
所
さ
せ

る
指
定
医
療
機
関

」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
三
を
削
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
福
岡
県
児
童
福
祉
関
係
費
用
徴
収
規
則
の
規
定

は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
分
と
し
て
徴
収
す
る
負
担
金
か
ら
適
用
す
る
。

　

福
岡
県
企
業
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
一
日

福
岡
県
企
業
管
理
者　
　

佐　

藤　

清　

治　
　

福
岡
県
企
業
局
管
理
規
程
第
一
号

　
　
　

福
岡
県
企
業
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

　

福
岡
県
企
業
局
組
織
規
程
（
昭
和
四
十
年
福
岡
県
企
業
局
管
理
規
程
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
第
一
号
イ
⑴
中
「
公
印
の
管
守
」
を
「
公
印
」
に
改
め
、
「
関
す
る
こ
と
」
の
下
に
「
（
公

印
の
管
守
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
六
号

　
　

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
一
日

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

　

一　

病
院
（
久
留
米
市
）
の
項
中

を　
　
　
　

に
改
め
る
。

企
　
業
　
局

選
挙
管
理
委
員
会

医
療
法
人
天
神
会
古
賀
病
院
21

〃　
　

宮
ノ
陣
三
ー
三
ー
八

古
賀
病
院
21

〃　
　

宮
ノ
陣
三
ー
三
ー
八


